
 

 

平成 25年５月 15日 

 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 イ ン デ ッ ク ス  

代 表 者 名 代表取締役社長  落合 善美 

 （ＪＡＳＤＡＱ・コード 4835） 

問 合 せ 先  

役職・氏名 常務取締役  村上 幸正 

電 話 03-5779-5080 

 

 

 

調査委員会の設置に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 25年３月 25日に開催された当社の会計監査人である清和監査法人との会議体にて、

過年度決算における「繰延税金資産」と「その他有価証券評価差額金」の過大計上を修正しなければ

いけない可能性について、正式に示唆を受けました。その後、当該可能性について調査と検討を行っ

てまいりましたが、当社の過去の決算において、一部の取引について会計処理の修正を要する可能性

があり、事実関係などの詳細および経緯などを確認しておりました。 

今般、清和監査法人から指摘を受けた内容およびそれ以外のその他過去の決算処理の妥当性につい

て、包括的に調査を行うため、本日開催の取締役会において、下記のとおり専門家を交えた調査委員

会を設置し、調査を実施することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

株主様、お客様、お取引先様をはじめ多くの皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしますこ

とを深くお詫び申し上げます。 

 

記 

 

１．調査委員会設置の主旨 

  修正を要する会計処理に関する事実関係等の詳細を把握するため、法律・会計分野の専門家を交

えた調査委員会を設置することといたしました。 

 

２．調査委員会の目的 

 修正を要する会計処理に関する事実関係の調査・分析、会計処理の適正性・妥当性について検討

を行うとともに、原因の究明とコーポレート・ガバナンスの強化、原因が判明した場合の再発防止

策の構築のため。 

 

３．調査委員会の構成 

  調査委員会の委員長として、当社社外監査役である加藤彰恒を選定するとともに、法律分野にお

ける専門家として弁護士の中村信雄、会計分野における専門家として公認会計士の佐藤直司を選定

いたしました。 

  なお、一刻も早く事実関係を確認するため、取り急ぎ、調査委員会の構成は上記のとおりといた

しましたが、事実関係などが判明し、必要があれば、日本弁護士連合会による「企業等不祥事にお

ける第三者委員会ガイドライン（平成 22年 12月 17日改訂）」に照らし、調査委員会の構成を変更

することがございます。 

 

 



◇調査委員会の構成（敬称略、順不同） 

委 員 長 加藤 彰恒 

平成６年 

平成 14年 

平成 23年 

日商岩井株式会社（現双日株式会社） 広報室長 

当社 社外監査役 

株式会社ウォーターデザイン 代表取締役 

委 員 中村 信雄 

平成９年 

平成 13年 

平成 14年 

東京地検特捜部検事 

検事退官、弁護士登録 

サン綜合法律事務所 開設 

委 員 佐藤 直司 

昭和 63年 

 

平成７年 

平成 14年 

サンワ等松青木監査法人（現監査法人トーマツ） 

東京事務所入所 

公認会計士登録 

ＡＳＧマネジメント株式会社（現グラントソント

ン太陽ＡＳＧ株式会社）執行役員パートナー 

 

４．今後の対応について 

当社は、修正を要する可能性のある事象について、会計監査人の監査を受けた提出開示済みの 

有価証券報告書などの縦覧書類について訂正の要否を検討した後、金額、項目などの特定が完了し次

第、速やかに開示することを予定しております。当該開示につきましては、当社の平成 25年度８月期

第３四半期報告書の提出期限である平成 25年７月 16日までに行いたいと考えており、調査委員会に

対しても、当社のその旨の希望は伝えております。 

 

 

株主様、お客様、お取引先様をはじめ多くの皆様に大変なご心配をおかけいたしますが、何卒ご理

解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

以 上 


